
令和８年大府市訓令一覧 

公表日 令和８年３月３０日 

第 ２号  部の庶務担当を定める訓令の一部改正 

第 ３号  大府市庁内会議規程の一部改正 

第 ４号  大府市政策法務委員会規程の一部改正 

第 ５号  大府市事務改善委員会規程の一部改正 

第 ６号  大府市決裁規程の一部改正 

第 ７号  大府市私有車の公務使用に関する規程の一部改正 

第 ８号  大府市文書管理規程の一部改正 

第 ９号  大府市公印規程の一部改正 

第１０号  大府市職員被服貸与規程の一部改正 

第１１号  大府市社会福祉事務所処務規程の一部改正



大府市訓令第２号 

部の庶務担当を定める訓令（平成４年大府市訓令第３号）の一部を次のように改正する。 

令和８年３月30日 

大府市長 岡 村 秀 人 

 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

部の庶務担当課を次のように定める。 部の庶務担当課を次のように定める。 

 部 庶務担当課   部 庶務担当課  

 略 略   略 略  

 略 略   略 略  

 市民協働部 危機管理課   市民協働部 協働推進課  

 略 略   略 略  

 健康未来部 健康未来推進課   健康未来部 健康未来政策課  

 略 略   略 略  

 略 略   略 略  
  

 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 



大府市訓令第３号 

大府市庁内会議規程（昭和49年大府市訓令第14号）の一部を次のように改正する。 

令和８年３月30日 

大府市長 岡 村 秀 人 

 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（政策調整会議） （政策調整会議） 

第４条 政策調整会議は、部長又は会計管理者からの依頼を受けて企画政策

部長が主宰し、市長、副市長並びに関係する部長、課長及び室長をもって

構成する。ただし、企画政策部長が必要と認める場合は、構成員以外の者

を会議に参画させることができる。 

第４条 政策調整会議は、部長が主宰し、市長、副市長、企画政策部長及び

関係する課長又は室長をもって構成する。ただし、部長が必要と認める場

合は、構成員以外の者を会議に参画させることができる。 

２ 政策調整会議は、各部等の事務事業に係る各種の情報及び意見の交換並

びに事務事業の方向性を決定する機能を有する会議とする。 

２ 政策調整会議は、各部の事務事業に係る各種の情報及び意見の交換並び

に事務事業の方向性を決定する機能を有する会議とする。 

３  略 ３  略 

４ 政策調整会議の庶務は、各部等において処理する。 ４ 政策調整会議の庶務は、各部において処理する。 

５ 政策調整会議の決定事項その他必要と認められる事項は、会議録に記載

し、部長又は会計管理者の決裁を受けて保存するものとし、必要に応じて

幹部会議に報告するものとする。 

５ 政策調整会議の決定事項その他必要と認められる事項は、会議録に記載

し、部長の決裁を受けて保存するものとし、必要に応じて幹部会議に報告

するものとする。 

 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 



大府市訓令第４号 

大府市政策法務委員会規程（平成17年大府市訓令第２号）の一部を次のように改正する。 

令和８年３月30日 

大府市長 岡 村 秀 人 

 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（組織） （組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。 第３条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。 

(１)・(２)  略 (１)・(２)  略 

(３) 政策法務推進監  

(４)～(13)  略 (３)～(12)  略 

 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 



大府市訓令第５号 

大府市事務改善委員会規程（昭和46年大府市規程第３号）の一部を次のように改正する。 

令和８年３月30日 

大府市長 岡 村 秀 人 

 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（組織） （組織） 

第３条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。 第３条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。 

(１)・(２)  略 (１)・(２)  略 

 (３) 危機管理課長 (３) 協働推進課長 

(４)  略 (４)  略 

(５) 健康未来推進課長 (５) 健康未来政策課長 

(６)～(13)  略 (６)～(13)  略 

 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 



大府市訓令第６号 

大府市決裁規程（昭和47年大府市規程第４号）の一部を次のように改正する。 

令和８年３月30日 

大府市長 岡 村 秀 人 

 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（用語の意義） （用語の意義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(１)～(４)  略 (１)～(４)  略 

(５) 部長 大府市事務分掌規則（平成16年大府市規則第38号。以下この

条において「規則」という。）第５条第１項に規定する部長、同条第２項

に規定する担当部長、大府市議会事務局に関する条例（昭和45年大府市

条例第７号）第２条第１項に規定する事務局長、大府市消防本部の組織

に関する規則（昭和52年大府市規則第21号。以下この条において「消防規

則」という。）第４条第１項に規定する消防長、大府市社会福祉事務所処

務規程（昭和52年大府市訓令第16号。以下この条において「福祉事務所規

程」という。）第４条第１項に規定する所長並びに大府市教育委員会事務

局組織規則（昭和52年大府市教育委員会規則第４号。以下この条におい

て「教委規則」という。）第５条第１項に規定する教育部長をいう。 

(５) 部長 大府市事務分掌規則（平成16年大府市規則第38号。以下この

条において「規則」という。）第５条第１項に規定する部長、同条第２項

に規定する担当部長、大府市議会事務局に関する条例（昭和45年大府市

条例第７号）第２条第１項に規定する事務局長、地方自治法（昭和22年

法律第67号）第168条第１項に規定する会計管理者、大府市消防本部の組

織に関する規則（昭和52年大府市規則第21号。以下この条において「消

防規則」という。）第４条第１項に規定する消防長、大府市社会福祉事務

所処務規程（昭和52年大府市訓令第16号。以下この条において「福祉事

務所規程」という。）第４条第１項に規定する所長並びに大府市教育委員

会事務局組織規則（昭和52年大府市教育委員会規則第４号。以下この条



改正後 改正前 

において「教委規則」という。）第５条第１項に規定する教育部長をい

う。 

(６) 推進監 規則第５条第２項に規定する推進監及びこれに相当する職

にある者をいう。 

 

(７)～(９)  略 (６)～(８)  略 

(10) 課長 規則第５条第１項に規定する課長、同条第２項に規定する室

長、大府市議会事務局処務規程（平成８年大府市議会規程第１号）第４条

第１項に規定する課長、地方自治法（昭和22年法律第67号）第168条第１

項に規定する会計管理者、大府市会計管理者の補助組織設置規則（昭和

45年大府市規則第７号）第３条第１項に規定する課長、大府市監査委員

事務局処務規程（昭和61年大府市監査委員規程第１号）第２条第１項に

規定する事務局長、消防規則第４条第１項に規定する課長、大府市消防

署の組織に関する規程（昭和52年大府市消防本部訓令第１号）第４条第

１項に規定する消防署長、福祉事務所規程第４条第１項に規定する課長、

大府市農業委員会規程（平成13年大府市農業委員会告示第13号）第５条

第１項に規定する事務局長、大府市選挙管理委員会規程（昭和45年大府

市選挙管理委員会規程第１号）第18条第２項に規定する書記長及び教委

規則第５条第１項に規定する課長をいう。 

(９) 課長 規則第５条第１項に規定する課長、同条第２項に規定する室

長、大府市議会事務局処務規程（平成８年大府市議会規程第１号）第４

条第１項に規定する課長、大府市会計管理者の補助組織設置規則（昭和

45年大府市規則第７号）第３条第１項に規定する課長、大府市監査委員

事務局処務規程（昭和61年大府市監査委員規程第１号）第２条第１項に

規定する事務局長、消防規則第４条第１項に規定する課長、大府市消防

署の組織に関する規程（昭和52年大府市消防本部訓令第１号）第４条第

１項に規定する消防署長、福祉事務所規程第４条第１項に規定する課

長、大府市農業委員会規程（平成13年大府市農業委員会告示第13号）第

５条第１項に規定する事務局長、大府市選挙管理委員会規程（昭和45年

大府市選挙管理委員会規程第１号）第18条第２項に規定する書記長及び

教委規則第５条第１項に規定する課長をいう。 

(11)～(15)  略 (10)～(14)  略 

別表第１（第７条、第８条関係） 別表第１（第７条、第８条関係） 



改正後 改正前 

１ 共通事務関係 １ 共通事務関係 

 決裁区分 
市長 副市長 部長 課長 備考 

  決裁区分 
市長 副市長 部長 課長 備考 

 

 決裁事項   決裁事項  

                  
                  
                
 

法 

制 

        
法

制 

       
                
                

 不服申

立て 

（訟）１ 

審査請

求に係

る審査

会等へ

の諮問 

（訟）２ 

審査請

求に対

する裁

決（認

容、棄

却） 

（訟）３ 

 （訟）審

査請求

に対す

る裁決

（却

下） 

 

（訟）審

査請求

の処理 

 

 

審査請求

に対する

弁明書の

提出等に

ついて

は、法務

担当部課

長に合議

する。 

  不服申

立て 

（訟）１ 

審査請

求に係

る審査

会等へ

の諮問 

（訟）２ 

審査請

求に対

する裁

決（認

容、棄

却） 

（訟）３ 

 （訟）審

査請求

に対す

る裁決

（却

下） 

 

（訟）審

査請求

の処理 

 

審査請求

に対する

弁明書 

  



改正後 改正前 

審査請

求に係

る処分

の執行

停止 

４ 審査

請求に

対する

弁明書

の提出

等 

審査請

求に係

る処分

の執行

停止 

                  

  訴訟等

（和解、

あっせ

ん、調

停、仲 

裁等を 

含む。） 

１ 市長

代理人

の選任 

２ 仮差

押え、

仮処

分、支

払督促

 訴訟等の

進行に係

る事務の

処理 

 １ 訴訟

等の進

行に係

る事務

の処理

を除

き、法

務担当

   訴訟等

（和解、

あっせ

ん、調

停、仲 

裁等を 

含む。） 

１ 市長

代理人

の選任 

２ 仮差

押え、

仮処

分、支

払督促

 訴訟等の

進行に係

る事務の

処理 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



改正後 改正前 

の申立

て 

３ 刑事

事件に

関する

告訴・

告発 

部課長

に合議

する。 

２ 市長

代理人

を選任

すると

きは、

訟務担

当課長

に合議

する。

ただ

し、市

長代理

人とし

て弁護

士を選

任する

とき

の申立

て 

３ 刑事

事件に

関する

告訴・

告発 

 

 

 

市長代理

人を選任

するとき

は、訟務

担当課長

に合議す

る。ただ

し、市長

代理人と

して弁護

士を選任

するとき

は、訟務

担当課の

所管とす

る。 



改正後 改正前 

は、訟

務担当

課の所

管とす

る。 
                  
                  

                  

                  

２ 共通人事関係 ２ 共通人事関係 

 決裁区分 
市長 副市長 部長共通 課長共通 備考 

  決裁区分 
市長 副市長 部長共通 課長共通 備考 

 

 決裁事項   決裁事項  

  

任 

 

免 

         

任 

 

免 

       

                

                

 育児休

業等 

（人）部

長、推進

監、参事、

次長、調

整監、課

長、主幹 

略      育児休

業等 

（人）部

長、参

事、次

長、調

整監、

課長、

主幹 

略     



改正後 改正前 

 年

次

有

給

休

暇

等

付

与 

職務に

専念す

る義務

の免除 

 部長、推

進監、参

事 

略 略    年

次

有

給

休

暇

等

付

与 

職務に

専念す

る義務

の免除 

 部長、参

事 

略 略   

 年次有

給休暇 

 部長、推

進監、参

事 

略 略 略   年次有

給休暇 

 部長、参

事 

略 略 略  

 その他

の承認 

 部長、推

進監、参

事 

略 略    その他

の承認 

 部長、参

事 

略 略   

                  

 服

務 

時間外

（休

日）勤

務命令 

 部長、推

進監、参

事 

略 略 略   服

務 

時間外

（休

日）勤

務命令 

 部長、参

事 

略 略 略  

                
                
                

 旅

行

命

令 

市内 副市長、

教育長 

部長、推

進監、参

事 

略 略    旅

行

命

令 

市内 副市長、

教育長 

部長、参

事 

略 略   

 県内 副市長、 部長、推 略 略 略   県内 副市長、 部長、参 略 略 略  



改正後 改正前 

教育長 進監、参

事 

教育長 事 

                  

  県外 副市長、

教育長 

部長、推

進監、参

事 

略 略 略    県外 副市長、

教育長 

部長、参

事 

略 略 略  

                    
  

略 
          

略 
        

                  
                  

３ 共通財務関係  略 ３ 共通財務関係  略 

別記   別記  

  (ア)～(オ)  略 (ア)～(オ)  略 

  (カ) 会計管理者（その補助組織を含む。）及び監査委員事務局について

は、部長専決事項を副市長専決事項とみなし、この表を適用する。 

(カ) 監査委員事務局については、部長専決事項を副市長専決事項とみ

なし、この表を適用する。 

 (キ)  略 (キ)  略 

別表第２（第７条、第８条関係） 別表第２（第７条、第８条関係） 

各課個別事務関係 各課個別事務関係 

 主務

課・室

の区分 

決裁区分 市長 副市長 部長 課長   主務

課・室

の区分 

決裁区分 市長 副市長 部長 課長  

 
決裁事項 

      
決裁事項 

     

 
人事政

策課 

       
人 事 政

策課 

      
              
              



改正後 改正前 

 企画広

報戦略

課 

       企画広

報戦略

課 

      

              

              

 土地利用 略 略     土地利用 略 略    

        ゼロカー

ボン 

  総合的な

企画及び

調整に関

すること。 

一般的な

企画及び

調整に関

すること。 

 

              

 略 略  略 略   略 略  略 略  

                
                
                
  

税務課 
        

税務課 
      

              
              

 納税推

進室 

納税の啓

発 

   略    納税の啓

発 

   略  

  略 略  略 略    略 略  略 略  
                

 協働推

進課 

略   略 略   協働推

進課 

略   略 略  

 市民との

協働及び

市民活動

の促進 

組の新設・

解散 

 総合的な

企画、調

整及び推

進に関す

１ 市民

活動ボ

ランテ

ィアセ

  市民との

協働及び

市民活動

の促進 

組の新設・

解散 

 総合的な

企画、調

整及び推

進に関す

１ 市民

活動セ

ンター

に関す

 



改正後 改正前 

ること。 ンター

に関す

ること。 

ること。 ること。 

      ２  略       ２  略  
               

 生涯学

習課 

生涯学習   略 略   生涯学習   略 略  

                
              
                

 ゼロカ

ーボン

推進課 

ゼロカー

ボン 

  総合的な

企画及び

調整に関

すること。 

１ 一般

的な企

画及び

調整に

関する

こと。 

  環境課       

     ２ 自然

体験学

習施設

に関す

ること。 

        

 清掃   略 略   清掃   略 略  



改正後 改正前 

              
              
                              

 地域福

祉課 

       地域福

祉課 

保護・援

助 

  行旅病人

及び行旅

死亡人の

取扱い及

び遺留金

品の処分 

  

                

  戦傷病

者、戦没

者遺族等

の援護 

   略    戦傷病

者、戦没

者遺族等

の援護 

   略  

                
                
                

 福祉ま

るごと

相談課 

略   略 略   福祉ま

るごと

相談室 

略   略 略  

 人権擁護    略   人権擁護    略  

 保護・援

助 

  １ 行旅

病人及

び行旅

死亡人

         



改正後 改正前 

の取扱

い及び

遺留金

品の処

分 
              

    ２ 埋葬

又は火

葬を行

う者が

居ない

又は判

明しな

い死体

の取扱

いに関

するこ

と。 

         

              

 略    略   略    略  

 高齢障 略   略 略   高齢障 略   略 略  



改正後 改正前 

 がい支

援課 

福祉施設    長草デ

イサー

ビスセ

ンター

に関す

るこ

と。 

  がい支

援課 

福祉施設    デイサ

ービス

センタ

ーに関

するこ

と。 

 

 略   略    略   略   

 略 略      略 略     

 保険医

療課 

       保険医

療課 

      

              

              

 健康未

来推進

課 

略   略 略   健康未

来政策

課 

略   略 略  

 健康都市

関連施策 

  総合的な

推進及び

ＰＲに関

すること。 

一般的な

推進及び

ＰＲに関

すること。 

  健康都市

関連施策 

  総合的な

企画、調

整、推進

及びＰＲ

に関する

こと。 

一般的な

企画、調

整、推進

及びＰＲ

に関する

こと。 

 

                

 幼児教

育保育

児童福祉   地域型保

育事業等

略   幼児教

育保育

児童福祉   地域型保

育事業に

略  



改正後 改正前 

課 に係る指

導及び監

査の実施 

課 係る指導

及び監査

の実施 
              

 略   略 略   略   略 略  

                
                
                

 市街地

整備室 

市街地   略 略   中心市

街地整

備室 

中心市街

地 

  略 略  

                

 道路整

備課 

       道路整

備課 

      

              
              

 水緑公

園課 

公園緑地   １ 公園

事業及

び緑化

事業の

総合的

な運営

に関す

ること。 

１ 公園

施設の

利用に

関する

こと。 

  水緑公

園課 

公園緑地   １ 公園

事業及

び緑化

事業の

総合的

な運営

に関す

ること。 

１ 公園

施設の

利用に

関する

こと。 

 

                



改正後 改正前 

     ２～６  

略 

２～７  

略 

      ２～６  

略 

２～７  

略 

 

              ８ 二ツ

池セレ

トナに

関する

こと。 

 

                

  略 略  略 略    略 略  略 略  

  略 略  略 略    略 略  略 略  

                
                
                
  

 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 



大府市訓令第７号 

大府市私有車の公務使用に関する規程（平成５年大府市訓令第５号）の一部を次のように改正する。 

令和８年３月30日 

大府市長 岡 村 秀 人 

 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この規程において「職員」とは、大府市有自動車運行管理に関する

規程（昭和49年大府市訓令第11号）第５条第１項第１号又は第２号に規定

する者のうち、次に掲げる職員をいう。 

第２条 この規程において「職員」とは、大府市有自動車運行管理に関する

規程（昭和49年大府市訓令第11号）第５条第１項第１号又は第２号に規定

する者のうち、次に掲げる職員をいう。 

(１)～(10)  略 (１)～(10)  略 

(11) 市民活動ボランティアセンターの職員  

(12)  略 (11)  略 

２・３  略 ２・３  略 

 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 



大府市訓令第８号 

大府市文書管理規程（平成20年大府市訓令第13号）の一部を次のように改正する。 

令和８年３月30日 

大府市長 岡 村 秀 人 

 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第11条関係） 別表第１（第11条関係） 

 文書の記号   文書の記号  

 部名 課名 約字   部名 課名 約字  

 略 略 略   略 略 略  

 総務部 行政管理課 行   総務部 行政管理課 行  

  デジタル戦略室 デ    デジタル戦略室 デ  

  市民課 市    市民課 市  

  税務課 税    税務課 税  

  納税推進室 納       

 市民協働部 協働推進課 協   市民協働部 協働推進課 協  

  生涯学習課 生       

  文化交流課 文    文化交流課 文  

  スポーツ振興室 ス    スポーツ振興室 ス  



改正後 改正前 

  危機管理課 危    危機管理課 危  

  ゼロカーボン推進課 ゼ    環境課 環  

 福祉部 地域福祉課 地福   福祉部 地域福祉課 地福  

  福祉まるごと相談課 福相    福祉まるごと相談室 福相  

  高齢障がい支援課 高    高齢障がい支援課 高  

  保険医療課 医    保険医療課 医  

 健康未来部 健康未来推進課 健推   健康未来部 健康未来政策課 健政  

  健康未来拠点整備室 健拠    健康未来拠点整備室 健拠  

  幼児教育保育課 育    幼児教育保育課 育  

  こども若者支援課 こ    こども若者支援課 こ  

  女性活躍推進室 女    女性活躍推進室 女  

  健康増進課 健増    健康増進課 健増  

 都市整備部 都市政策課 都   都市整備部 都市政策課 都  

  市街地整備室 街    中心市街地整備室 中  

  道路整備課 道    道路整備課 道  

  水緑公園課 水緑    水緑公園課 水緑  

  建設総務課 建    建設総務課 建  

 略 略 略   略 略 略  

  略 略    略 略  
  



 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 



大府市訓令第９号 

大府市公印規程（平成７年大府市訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

令和８年３月30日 

大府市長 岡 村 秀 人 

 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

 

公印の名称 ひな型 書体 

寸法 

（ミリ

メート

ル） 

用途 保管者 

  

公印の名称 ひな型 書体 

寸法 

（ミリ

メート

ル） 

用途 保管者 

 

                                                

 市長印（税

証明専用） 

 

てん書 21×21 税務関係証

明用 

市民課長 

税務課長 

納税推進

室長 

  市長印（税

証明専用） 

 

てん書 21×21 税務関係証

明用 

市民課長 

税務課長 

 

                                                

別表第２（第14条関係） 別表第２（第14条関係） 

 
名称 

保管場

所 
保管者 用途 形状 

寸法（ミ

リメート

  
名称 

保管場

所 
保管者 用途 形状 

寸法（ミ

リメート

 



改正後 改正前 

ル） ル） 

 略 略 略 略 略 略   略 略 略 略 略 略  

 税務関係証

明・滞納処

分関係書類

用契印機 

納税推

進室 

納税推

進室長 

税務関係証

明書及び滞

納処分関係

書類の打抜

用 

 

９×44   税務関係証

明・滞納処

分関係書類

用契印機 

税務課 税務課

長 

税務関係証

明書及び滞

納処分関係

書類の打抜

用 

 

９×44  

 略 略 略 略 略 略   略 略 略 略 略 略  

 略 略 略 略 略 略   略 略 略 略 略 略  
  

 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 



大府市訓令第10号 

 大府市被服貸与規程（昭和49年大府市訓令第５号）の一部を次のように改正する。 

令和８年３月30日 

大府市長 岡 村 秀 人 

 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規程は、大府市職員（消防吏員を除く。以下「職員」という。）

の職務執行に必要な被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この規程は、大府市職員（消防吏員を除く。以下「職員」という。）

の職務執行に必要な被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。 

（被服の貸与） （被服の貸与） 

第２条 被服を貸与される職員並びに貸与される被服の種類及び貸与期間

は、別表に定めるところによる。 

第２条 被服を貸与される職員並びに貸与される被服の種類及び貸与期間

は、別表に定めるところによる。 

 （貸与被服請書） 

 第３条 被服の貸与を受けた職員（以下「被服貸与職員」という。）は、貸

与被服請書（第１号様式）を提出しなければならない。 

（着用の義務） （着用の義務） 

第３条 被服の貸与を受けた職員（以下「被服貸与職員」という。）は、貸

与された被服を貸与の目的に従い着用しなければならない。 

第４条 被服貸与職員は、貸与された被服を貸与の目的に従い着用しなけれ

ばならない。 

（管理） （管理） 

第４条 被服は良心的に使用し、保管しなければならない。 第５条 被服は良心的に使用し、保管しなければならない。 



改正後 改正前 

２ 被服の補修、洗濯その他保管上必要な措置は、被服貸与職員の負担にお

いて行うものとする。 

２ 被服の補修、洗濯その他保管上必要な措置は、被服貸与職員の負担にお

いて行うものとする。 

（被服の返納） （被服の返納） 

第５条 被服貸与職員は、貸与期間中に退職、休職、異動等の理由により、

その資格を失ったときは、被服を返納するものとする。 

第６条 被服貸与職員は、貸与期間中に退職、休職等の理由により、その資

格を失ったときは、貸与被服返納書（第２号様式）により被服を返納する

ものとする。 

２ 前項の規定により返納された被服を職員に貸与する場合の貸与期間は、

その残余期間とする。 

 

 （破損等の届出）  

第６条 被服貸与職員は、貸与期間中に被服を破損し、滅失し、又は紛失し

たときは、速やかにその旨を当該被服の管理を行う課等の長（以下「被服

管理課長」という。）に届け出なければならない。 

 

２ 被服管理課長は、前項の規定による届出があった場合、代替品を貸与す

る必要があると認めるときは、被服を再貸与することができる。 

 

（賠償） （賠償） 

第７条 被服貸与職員は、貸与期間中に被服を故意若しくは重過失又は貸与

の目的以外の目的での使用により破損し、滅失し、又は紛失したときは、

当該被服の相当額を賠償するものとする。 

第７条 被服貸与職員は、貸与期間中に被服を故意又は過失により破損し、

又は紛失したときは、当該被服の相当額を賠償するものとする。 

（被服の支給） （被服の支給） 

第８条 貸与期間が満了した被服は、当該被服貸与職員に支給するものとす 第８条 貸与期間が満了した被服は、当該被服貸与職員に支給するものとす



改正後 改正前 

る。 る。 

 （貸与期間後の再貸与）  

第９条 被服管理課長は、貸与期間が満了した場合、被服を再貸与すること

ができる。ただし、前条の規定により支給された被服が、貸与の目的に従

い引き続き使用できる場合は、この限りでない。 

 

 （記録）  

第10条 被服管理課長は、被服貸与整理簿（別記様式）を備え、貸与状況を

明らかにしておかなければならない。 

 

（雑則） （雑則） 

第11条 この規程に定めるもののほか、特に市長が必要と認める場合は、貸

与することができる。 

第９条 この規程に定めるもののほか、特に市長が必要と認める場合は、貸

与することができる。 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 
被服を貸与される職員 貸与される被服の種類 貸与期間 

  
被服を貸与される職員 貸与される被服の種類 貸与期間 

 

 
現場作業等に従事する職員で

人事担当課長が認める職員 

空調服（ファン及びバ

ッテリーを除く。） 
５年 

  

  
  

 

  

 
災害対策本部の事務に従事す

る職員 
防災服（上下） 

使用に耐

える期間 

  

    

 

 

 
一般行政職、保健職、保育職（園

長、館長及び所長に限る。）そ

の他人事担当課長が必要と認

交通安全帽及び青色ベ

スト 
５年 

  

    

 



改正後 改正前 

める職員 

 
給食調理員及び給食調理員兼

用務員 

白衣（上

下） 

夏用 １年 
  

給食調理員及び給食調理員兼

用務員 
白衣 

夏用 12月 
 

 
冬用 １年 

  
冬用 12月 

 

  
 第１号様式及び第２号様式を削り、附則の次に次の様式を加える。 



別記様式（第 10 条関係） 

被 服 貸 与 整 理 簿 

貸与品                    

 

職員番号 所  属 氏   名 数量 貸与年月日 貸与期間終了日 返納等年月日 備  考 

        

        

        

        

        

        

        

        

 



附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 



大府市訓令第11号 

大府市社会福祉事務所処務規程（昭和52年大府市訓令第16号）の一部を次のように改正する。 

令和８年３月30日 

大府市長 岡 村 秀 人 

 

次の表の改正前欄に掲げる規定を同表の改正後欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

（課及び係の設置） （課及び係の設置） 

第２条 福祉事務所に次の表の左欄に掲げる課を置き、課に同表の右欄に掲

げる係を置く。 

第２条 福祉事務所に次の表の左欄に掲げる課を置き、課に同表の右欄に掲

げる係を置く。 

 課 係   課 係  

 地域福祉課 福祉政策係   地域福祉課 福祉政策係 保護係  

 福祉まるごと相談課 相談支援係 保護係      

 高齢障がい支援課 高齢福祉係 障がい福祉係   高齢障がい支援課 高齢福祉係 障がい福祉係  

     健康未来政策課 健康都市こども政策係  
                        

 （室の設置） 

 第２条の２ 福祉事務所に福祉まるごと相談室を置く。 

（分掌事務） （分掌事務） 

第３条 前条に定める係の分掌事務は、次のとおりとする。 第３条 第２条に定める係及び前条に定める室の分掌事務は、次のとおりと

する。 



改正後 改正前 

地域福祉課 地域福祉課 

福祉政策係  略 福祉政策係  略 

 保護係 

 (１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）に定める援護及び現業事

務の処理に関すること。 

 (２) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法

律第30号）に定める援護及び現業事務の処理に関すること。 

福祉まるごと相談課 福祉まるごと相談室 

  相談支援係  

(１) 課の文書及び経理に関すること。 (１) 室の文書及び経理に関すること。 

(２) その他課の庶務に関すること。 (２) その他室の庶務に関すること。 

  保護係  

(１) 生活保護法（昭和25年法律第144号）に定める援護及び現業事

務の処理に関すること。 

 

(２) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法

律第30号）に定める援護及び現業事務の処理に関すること。 

 

高齢障がい支援課  略 高齢障がい支援課  略 

 健康未来政策課 
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 健康都市こども政策係 

 (１) 課の文書及び経理に関すること。 

 (２) その他課の庶務に関すること。 

幼児教育保育課～健康増進課  略 幼児教育保育課～健康増進課  略 

（所長等） （所長等） 

第４条 福祉事務所に所長及び副所長を、課に課長を、係に係長を置く。 第４条 福祉事務所に所長及び副所長を、課に課長を、室に室長を、係に係

長を置く。 

２  略 ２  略 

３ 市長は、必要があると認めるときは、福祉事務所に次長を、課に担当課

長、主幹、課長補佐、副主幹及び主査を、係に主査を置くことができる。 

３ 市長は、必要があると認めるときは、福祉事務所に次長を、課に担当課

長、主幹、課長補佐、副主幹及び主査を、室に主幹、室長補佐及び主査を、

係に主査を置くことができる。 

４  略 ４  略 

（職務） （職務） 

第５条  略 第５条  略 

２～４  略 ２～４  略 

 ５ 室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理する。 

５～７  略 ６～８  略 

 ９ 室長補佐は、上司の命を受け、室長の職務を補佐する。 

８～12  略 10～14  略 

（決裁の順序） （決裁の順序） 
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第７条 事務は、原則として係長（主査を含む。）の意思決定を受けた後、

順次直属上司の意思決定及び関係課長の合議を経て、決裁権者の決裁を受

けなければならない。ただし、第３条において地域福祉課、福祉まるごと

相談課及び高齢障がい支援課が分掌する事務については、副所長の意思決

定を省略することができる。 

第７条 事務は、原則として係長（主査を含む。）の意思決定を受けた後、

順次直属上司の意思決定及び関係課長の合議を経て、決裁権者の決裁を受

けなければならない。ただし、第３条において地域福祉課、福祉まるごと

相談室及び高齢障がい支援課が分掌する事務については、副所長の意思決

定を省略することができる。 

（代決） （代決） 

第８条 所長が不在のときは、当該事務を所管する課長がその事務を代決す

る。 

第８条 所長が不在のときは、当該事務を所管する課長（室長を含む。以下

この条において同じ。）がその事務を代決する。 

２  略 ２  略 

３ 課長の専決事項について、課長が不在のときは、所長（幼児教育保育課、

こども若者支援課及び健康増進課にあっては副所長。以下この項において

同じ。）がその事務を決裁する。ただし、所長もともに不在のときは、所

管する事務の範囲内で主幹又は課長補佐がその事務を代決する。 

３ 課長の専決事項について、課長が不在のときは、所長（健康未来政策課、

幼児教育保育課、こども若者支援課及び健康増進課にあっては副所長。以

下この項において同じ。）がその事務を決裁する。ただし、所長もともに

不在のときは、所管する事務の範囲内で主幹又は課長補佐がその事務を代

決する。 

（専決） （専決） 

第９条 第３条において幼児教育保育課、こども若者支援課及び健康増進課

が分掌する事務（次項の規定により課長が専決するものを除く。）は、副

所長が専決することができるものとする。 

第９条 第３条において健康未来政策課、幼児教育保育課、こども若者支援

課及び健康増進課が分掌する事務（次項の規定により課長が専決するもの

を除く。）は、副所長が専決することができるものとする。 

２ 第３条において各課が分掌する事務のうち、大府市決裁規程（昭和47年

大府市規程第４号）別表第１及び第２において課長の専決事項とされてい

２ 第３条において各課又は室が分掌する事務のうち、大府市決裁規程（昭

和47年大府市規程第４号）別表第１及び第２において課長の専決事項とさ
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るものは、各課長が専決することができるものとする。 れているものは、各課長又は室長が専決することができるものとする。 
  

 

附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 
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